
独立行政法人日本学生支援機構の中期目標・中期計画の変更（案）について

機構の所有する国際交流会館等６館について、札幌、金沢、福岡、大分の４会館は売却を
進めることとし、東京及び兵庫の会館は国際交流の拠点として活用する旨記載。

変更の内容

文部科学省内における検討、及び行政改革推進本部第３回会合（平成２６年８月２９日）での
フォローアップでの結果を踏まえ、所要の変更を行うものである。

変更の理由

tsukui
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独立行政法人日本学生支援機構 中期目標案 新旧対照表 

 

・変更部分は赤字で下線。 

中 期 目 標 （変 更 後） 中 期 目 標（変 更 前） 

 

（序 文） （略） 

（前 文） （略） 

 

Ⅰ 中期目標の期間 （略） 

 

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１・２ （略） 

３ 留学生支援事業 

「留学生３０万人計画」及び「日本再興戦略」の実現に向け、２０２０

年（平成３２年）までに外国人留学生を３０万人、日本人留学生を１２万

人とすることを目指し、学生の双方向交流を一層活発化していくため、留

学に係る情報提供から、在学中の支援、就職・帰国後のフォローまで一貫

した取組を行う。 

なお、外国人留学生の受入れにあたっては、重点地域の設定等、国の受

入れ戦略を踏まえ、以下の取組を行う。 

（１） （略） 

（２）外国人留学生に対する在学中の支援 

①  （略） 

② 外国人留学生に対する宿舎の支援等 

札幌、金沢、福岡、大分の各国際交流会館については、地方公共団体

や大学等への売却を進める。売却によって生じた収入については、独立

行政法人通則法に則して平成26年度以降国庫納付する。なお、売却が完

了するまでの間においても、入居者等に対して適切な配慮を行うととも

に、入居率の低下や収支状況の悪化を招かないよう留意する。 

東京国際交流館、兵庫国際交流会館については、収支改善を図りつつ、

国際交流の拠点として活用する。その際、国内外の優秀な学生の居住、

学生間の相互理解や外国人留学生の我が国に関する理解の増進、将来に

つながる人的ネットワークの構築、優秀な外国人留学生の我が国での就

 

（序 文） （略） 

（前 文） （略） 

 

Ⅰ 中期目標の期間 （略） 

 

Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１・２ （略） 

３ 留学生支援事業 

「留学生３０万人計画」及び「日本再興戦略」の実現に向け、２０２０

年（平成３２年）までに外国人留学生を３０万人、日本人留学生を１２万

人とすることを目指し、学生の双方向交流を一層活発化していくため、留

学に係る情報提供から、在学中の支援、就職・帰国後のフォローまで一貫

した取組を行う。 

なお、外国人留学生の受入れにあたっては、重点地域の設定等、国の受

入れ戦略を踏まえ、以下の取組を行う。 

（１） （略） 

（２）外国人留学生に対する在学中の支援 

①  （略） 

② 外国人留学生に対する宿舎の支援等 

現在、売却見込みの立っていない国際交流会館等については、文部科

学省における国際交流会館等の処理方針に係る検討結果を踏まえ、適切

に対応を行う。 

なお、結論を得るまでの間においても、現有する国際交流会館等の入

居者等に対して適切な配慮を行うとともに、留学生交流を促進する取組

を行うなど、引き続き効果的かつ効率的に運営する。 

外国人留学生のための大学等の宿舎を安定的に確保するため借り上

げ宿舎支援事業を行う。 
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職の支援等による定着の促進、といった点に留意する。 

外国人留学生のための大学等の宿舎を安定的に確保するため借り上

げ宿舎支援事業を行う。 

③  （略） 

（３）～（６） （略） 

４・５ （略） 

 

Ⅲ 業務運営の効率化に関する事項 （略） 

 

Ⅳ 財務内容の改善に関する事項 （略） 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 （略） 

 

 

 

 

③  （略） 

（３）～（６） （略） 

４・５ （略） 

 

Ⅲ 業務運営の効率化に関する事項 （略） 

 

Ⅳ 財務内容の改善に関する事項 （略） 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 （略） 

 

※中期目標案については現時点のものであり、財務省との協議等によって変更の可能性がある。 
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独立行政法人日本学生支援機構 中期計画案 新旧対照表 

 

・変更部分は赤字で下線。 

中 期 計 画 （変 更 後） 中 期 計 画（変 更 前） 

 

（序 文）  （略） 

（基本方針） （略） 

 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標

を達成するためとるべき措置 

１・２ （略） 

３ 留学生支援事業 

政府の「留学生３０万人計画」及び「日本再興戦略」の実現に向け、２

０２０年（平成３２年）までに外国人留学生を３０万人、日本人留学生を

１２万人とすることを目指し、学生の双方向交流を一層活発化していくた

め、以下の事業を推進し、留学に係る情報提供から、在学中の支援、就職・

帰国後のフォローまで一貫した取組を行う。 

なお、外国人留学生の受入れにあたっては、重点地域の設定等、国の受

入れ戦略を踏まえ、以下の取組を行う。 

（１） （略） 

（２）外国人留学生に対する在学中の支援 

①  （略） 

② 外国人留学生に対する宿舎の支援等 

札幌、金沢、福岡、大分の各国際交流会館については、地方公共団体

や大学等に対し条件面も含め様々な働きかけを行うことにより売却を

進める。売却によって生じた収入については、独立行政法人通則法に則

して平成26年度以降国庫納付する。なお、売却が完了するまでの間にお

いても、入居者等への丁寧な説明や外国人留学生のための住環境の維持

等に留意するとともに、近隣大学への積極的な働きかけを行うことによ

り入居率の低下や収支状況の悪化を招かないようにする。 

東京国際交流館、兵庫国際交流会館については、使用料（館費）の見

直しや業務委託費の削減等の多様な方策を検討・実施することにより収

支改善を図りつつ、国際交流の拠点として活用するため、民間に比して

 

（序 文）  （略） 

（基本方針） （略） 

 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標

を達成するためとるべき措置 

１・２ （略） 

３ 留学生支援事業 

政府の「留学生３０万人計画」及び「日本再興戦略」の実現に向け、２

０２０年（平成３２年）までに外国人留学生を３０万人、日本人留学生を

１２万人とすることを目指し、学生の双方向交流を一層活発化していくた

め、以下の事業を推進し、留学に係る情報提供から、在学中の支援、就職・

帰国後のフォローまで一貫した取組を行う。 

なお、外国人留学生の受入れにあたっては、重点地域の設定等、国の受

入れ戦略を踏まえ、以下の取組を行う。 

（１） （略） 

（２）外国人留学生に対する在学中の支援 

①  （略） 

② 外国人留学生に対する宿舎の支援等 

現在、売却見込みの立っていない国際交流会館等については、文部科

学省における国際交流会館等の処理方針に係る検討結果を踏まえ、適切

に対応を行う。 

なお、結論を得るまでの間においても、現有する国際交流会館等の入

居者等に対して適切な配慮を行うとともに、留学生交流を促進する取組

を行うなど、引き続き効果的かつ効率的に運営する。 

外国人留学生に対する借り上げ宿舎を支援する事業については、私費

外国人留学生への学資金の支給との連携を図り、適切に実施する。 
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低廉な使用料（館費）の宿舎の提供、複数の大学等の学生が利用できる

交流拠点としての活用、優秀な国内外の学生が共に居住する拠点として

の活用、利用した卒業生による大学等の枠を超えた同窓会組織の構築、

居住していない外国人留学生や日本人学生等を含めた交流拠点として

の活用、及び拠点としての就職支援の充実、といった取組を行う。 

外国人留学生に対する借り上げ宿舎を支援する事業については、私費

外国人留学生への学資金の支給との連携を図り、適切に実施する。 

③  （略） 

（３）～（６） （略） 

４・５ （略） 

 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 （略） 

 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 （略） 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額  （略） 

  

Ⅴ 独立行政法人通則法第三十条第二項第四の二号で定める不要財産又は

不要財産となることが見込まれる財産の処分等に関する計画 

札幌、金沢、福岡、大分の各国際交流会館については、引き続き、地方公

共団体や大学等に対し条件面も含め様々な働きかけを行うことにより売却

を進める。 

国際交流会館の売却により生じた収入の額は、政府支出の比率に応じて国

庫納付する。 

 

Ⅵ 独立行政法人通則法第三十条第二項第五号で定める重要な財産の処分

等に関する計画  （略） 

 

Ⅶ 剰余金の使途  （略） 

 

Ⅷ その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  （略） 

（３）～（６） （略） 

４・５ （略） 

 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 （略） 

 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 （略） 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額  （略） 

  

Ⅴ 独立行政法人通則法第三十条第二項第四の二号で定める不要財産又は

不要財産となることが見込まれる財産の処分等に関する計画 

国際交流会館等（札幌、東京、金沢、兵庫、福岡及び大分）については、

引き続き、大学・民間等への売却に向けて努力する。 

国際交流会館等の譲渡により生じた収入の額は、政府支出の比率に応じて

国庫納付する。 

 

 

Ⅵ 独立行政法人通則法第三十条第二項第五号で定める重要な財産の処分

等に関する計画  （略） 

 

Ⅶ 剰余金の使途  （略） 

 

Ⅷ その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項 （略）  

 

※中期計画案については現時点のものであり、財務省との協議等によって変更の可能性がある。 


